
熊本県障がい者インターンシップ実施要領 

 

１ 趣旨 

  この要領は、熊本県（以下「県」という。）が障がい者をインターンシップ実

習生（以下「実習生」という。）として受け入れる場合の基本的な事項について

定める。 

 

２ 目的 

  県は、障がい者に職業生活の基本的知識・ルール等に関する理解を深めてもら

うとともに、公的機関における障がい者の就業分野の掘り起こしを行うことを目

的として、障がい者を実習生として受け入れるものとする。 

  また、県が障がい者の雇用促進に係る取組みを継続的に行うことにより、県内

の公的機関、一般企業等の障がい者の雇用に向けた気運の醸成を図るものとする。 

  

３ 事務局 

（１）インターンシップを円滑に推進するため、総務部人事課、健康福祉部子ど

も・障がい福祉局障がい者支援課、商工労働部商工雇用創生局労働雇用創生課

及び教育庁教育政策課が協力して事務局を担うものとする。 

（２）実習生の受入手続などインターンシップに係る諸手続は総務部人事課を通し

て行うものとする。 

 

４ 実習対象者 

  本インターンシップの対象者は、一般就労を希望する障がい者で本人及び家族

にインターンシップへの参加意思があり、かつ、県内の以下に掲げる学校・施設

の在籍者、利用者とする。 

（１）特別支援学校（原則として高等部２年生）（以下「学校」という。） 

（２）就労移行支援事業所、就労継続支援事業所（Ａ型、Ｂ型）及び障害者就業・

生活支援センター（以下「施設等」という。） 

 

５ 実習生の受入手続 

（１）インターンシップへの参加を希望する学校・施設等の責任者は、インターン

シップの目的に照らし適当と認める者を、総務部人事課長（以下「人事課長」

という。）に対して、推薦を行うものとする。 

（２）事務局は、学校・施設の責任者からの推薦を受け、受入所属に応じた受入人

数を調整した上で、前記４の要件を満たすと認められる者を実習生として受け

入れるものとする。また、事務局は、実習生の受入所属を決定する場合は、受

入候補の所属長と協議するものとする。 

（３）人事課長は、実習生を受け入れるにあたっては、学校・施設等の責任者と実

習生の受入れに関する協定を締結するものとする。 

 

６ 実習期間 

  各受入所属における実習期間は、別に定める期間の間で受入所属が可能な日程



とする。（土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

 

７ 実習時間 

  実習生の実習時間は、原則として午前９時から午後４時までとする（正午から

午後１時までは休憩時間）。ただし、実習内容、実習生の健康状態等に応じて、

学校・施設等、受入所属及び事務局の協議により変更することを妨げない。 

 

８ 実習内容 

  実習生の実習内容は、受入所属の業務と実習生の適性を勘案し、学校・施設等

の担当者等と協議のうえ、受入所属長が決定する。 

 

９ 実習に係る経費負担等 

（１）実習生には、賃金、報酬及び手当は支給しない。 

（２）実習生の実習参加に係る交通費、昼食代は実習生の負担とする。 

（３）学校・施設等及び実習生は、通勤及び実習中の事故に備え、傷害保険等に加

入し、通勤及び実習中の事故に際しては、自らの責任において対応しなければ

ならない。 

 

１０ 身分 

  実習期間中、実習生と県の間には雇用関係及びその他の一切の身分関係は生じ

ない。また、実習生には県職員としての採用に関するいかなる有利な権限も付与

されない。 

 

１１ 服務 

（１）実習生は、県の職務の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしては

ならない。 

（２）実習生は、実習中に知り得た秘密を漏らしてはならない。実習終了後も同様

とする。 

（３）学校・施設等の責任者は、上記（１）及び（２）の遵守を徹底するよう実習

生に指導を行うものとする。 

（４）実習生が、故意又は過失により上記（１）又は（２）の規定に反する行為を

した場合は、学校、施設等及び実習生は、被害を受けた第三者に対して連帯し

て責任を負う。 

 

１２ 支援員の派遣 

（１）学校・施設等の責任者は、実習生の体調が安定していない場合など、実習に

あたり必要に応じて、当該学校・施設等の実習担当職員等（以下「支援員」と

いう。）を受入所属に派遣するものとする。 

（２）支援員は、受入所属と協力し、実習生が効果的な実習を行えるよう支援を行

うものとする。 

 

 



１３ 実習証明書 

  人事課長は、学校・施設等から求められたときは、実習生の実習内容等につい

て証明を行うものとする。 

 

１４ 受入所属長等の責務 

（１）受入所属長は、実習実施にあたり、受入所属における実習総括指導者（班長

等）及び実習指導者（実習生への指導窓口となる職員）を指定する。 

（２）受入所属長は、事前に事務局が行う受入所属に対する研修内容を踏まえ、実

習に支障がないよう執務環境を整え、実習効果が上がるように努めることとす

る。 

（３）受入所属が属する部局の長（広域本部・地域振興局にあっては、広域本部

長・地域振興局長）は、実習期間中、部内における受入所属への協力体制を整

え、受入所属への支援を行うこととする。 

（４）受入所属長は、実習終了後、速やかに当該実習生の実習期間中における所見

等について事務局へ報告するものとする。 

 

１５ その他 

  この要領に定めるもののほか、インターンシップの実施に関し必要な事項は、

事務局が別に定める。 

 

   附 則 

 この要領は、平成１９年９月１４日から施行する。 

 この要領は、平成２０年７月１１日から施行する。 

 この要領は、平成２１年７月２３日から施行する。 

 この要領は、平成２２年６月２３日から施行する。 

 この要領は、平成２３年８月２２日から施行する。 

 この要領は、平成２４年７月３０日から施行する。 

 この要領は、平成２５年７月２日から施行する。 

 この要領は、平成２６年７月８日から施行する。 

この要領は、平成２６年８月２０日から施行する。 

 この要領は、平成２７年６月３０日から施行する。 

 この要領は、平成２８年６月２２日から施行する。 

 この要領は、平成２９年６月１６日から施行する。 

 この要領は、令和元年６月１９日から施行する。 

 この要領は、令和３年６月２３日から施行する。 

 この要領は、令和４年６月２１日から施行する。 


